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結婚の予定がある

出会いがない

自分や相手が精神的年齢的に未熟

安定した仕事に就いていない

結婚資金や生活費など金銭的に余裕がない

やりたいこと、打ち込みたいことがある

相手の親とうまくやっていけそうにない

仕事が波にのり大事な時期である

まだいろんな人と付き合ってみたい

子どもを持ちたくない

結婚という形にはこだわっていない

既婚者を見ていて結婚生活に希望がもてない

結婚自体がわずらわしい

結婚願望がない

その他
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《市民対象》
結婚に関する考え
■ 結婚についての現状（未婚の方を対象とした設問）

問　結婚についてのあなたの現状（気持ち）。

平成26年度実施「敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査」結果（抜粋）
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18～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

26.2% 41.6% 28.1% 4.1%

29.3% 36.4% 31.5% 2.7%

30.3% 42.4% 25.8%

20.4% 38.8%40.8%

32.9% 36.6% 28.0%

17.9% 43.2% 32.6%

29.7% 46.9% 17.2%

29.6%14.8% 40.7%

23.5% 46.1% 25.2% 5.2%

1.5%

36.4% 39.4% 24.2%

2.4%

6.3%

6.3%

14.8%

関係ないと思うので気にならない

関係あると思うが、男女共同参画を進める上で良いことだと思う

関係あると思うので、職業によっては気になる

無回答
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仕事や社会活動
■ 職業と性別の関係

問　職業によって性別は関係あるとお考えですか。
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39.7%

46.5%

7.1%
10.3%

4.8%

「男だから」「女だから」という意識や男女差のある
社会的しきたり・慣習を改める

性別による役割分担や性差別の意識をなくすよう
住民への意識啓発をはかる

家族が協力して家事を分担し、男女ともに
参画しやすいようにする

日頃から男女共同参画を意識して行動する

学校教育や社会教育の現場で男女の平等と
互いの理解や協力についての学習を充実する

女性が積極的に参加できるよう
地域活動の内容を見直す

地域活動は自分の性格に合わない

地域のなかで男女共同参画が進むような
雰囲気づくりをする

それぞれがもっと参加する意欲を持つ

現状でも十分に男女共同参画が進んでいる

その他

特にない
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■ 地域活動における男女共同参画

問　地域活動において男女共同参画を進める上で、どのようなことが必要だと思いますか。
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男女共同参画社会

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

女子差別撤廃条約

ジェンダー

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

ワーク・ライフ・バランス

ダイバーシティ

見たり聞いたりしたものはない
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男女共同参画社会に関すること
■ 男女共同参画社会の関連用語の認知

問　次の言葉のうち、あなたが見たり聞いたりしたことがあるものはありますか。
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正社員

正社員以外

10人未満 10～29人 無回答30～49人 50～99人 100人以上

24.1% 29.3% 20.7% 24.1% 1.7%

56.9% 8.6%13.8% 12.1% 6.9% 1.7%
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正社員

正社員以外

取得者なし 1～4人 5人以上 無回答

36.2% 41.4% 6.9% 15.5%

62.1% 5.2% 32.8%
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① 管理職の人数

10人未満 10～19人 無回答20人以上

60.3% 19.0% 17.2% 3.4%

0 20 40 60 80 100（％）

② 女性管理職の人数

5人未満 5～9人 無回答10人以上

89.7% 5.2% 3.4%
1.7%
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《事業所対象》
事業所の概要等
■ 従業員数

■ 管理職の人数

休業制度など
■ 育児休業の取得状況（育児休業制度を実施していると回答した事業所のみ）

問　貴事業所の従業員数を教えてください。

問　貴事業所の管理職の状況と管理職のうち女性管理職（課長相当職以上）の状況について教えてください。

問　育児休業制度の取得状況を教えてください。正社員、正社員以外（臨時社員・パート・
 派遣社員）で男女別の人数を記入してください。
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1.7% 82.8% 13.8%
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8.6% 77.6%
3.4%
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ある ない わからない

32.8% 20.7% 46.6%
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女性の登用
■ 管理職への女性の登用

■ 介護休業の取得状況（介護休業制度を実施していると回答した事業所のみ）

■ 過去５年間の登用状況

問　貴事業所において、今後女性の管理職への登用を積極的に進める計画はありますか

問　介護休業制度の取得状況を教えてください。正社員、正社員以外（臨時社員・パート・
 派遣社員）で男女別の人数を記入してください。

問　貴事業所において、過去5年間で、それまで女性又は男性が就くことのなかった
 部署（職種）への登用はありましたか。
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50.0% 29.3% 17.2% 3.4%

男女問わず発揮できる職務であり、実際にそうなっている
男女問わず発揮できる職務であるが、実際には男性が能力を発揮している
男女問わず発揮できる職務であるが、実際には女性が能力を発揮している
男女問わず発揮できる職務ではなく、実際にそうなっている
無回答
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19.0% 44.8%12.1% 5.2% 17.2% 1.7%

定期的に実施し、従業員の満足度向上のために活かしている
定期的に実施し、業務の効率性向上のために活かしている
実施したことはあるが、使い道がなかった
実施を検討している
実施したことはなく、実施の予定もない
無回答
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職場環境
■ 職務等

■ 仕事内容の満足度調査

問　貴事業所の職種の場合、男女問わず能力を発揮することができますか。

問　仕事内容の満足度などの調査をしていますか。その調査をどのように活かしていますか。
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男女共同参画社会基本法
（平成１１年６月２３日法律第７８号）

　前文
　第１章　総則（第１条―第１２条） 
　第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条） 
　第３章　男女共同参画会議（第２１条―第２８条） 
　附則 

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向
けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層
の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応
していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となって
いる。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重
要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
の推進を図っていくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に
向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的
に推進するため、この法律を制定する。

　　　第１章　総則 
　（目的）
第１条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活
　力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を
　定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の
　形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総
　合的かつ計画的に推進することを目的とする。 
　（定義） 
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
　⑴　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会
　　のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済
　　的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成す
　　ることをいう。
　⑵　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に
　　おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
　（男女の人権の尊重） 
第３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別
　による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること
　その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 
　（社会における制度又は慣行についての配慮） 
第４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定
　的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす
　ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社
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　会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中
　立なものとするように配慮されなければならない。 
　（政策等の立案及び決定への共同参画） 
第５条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共
　団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保
　されることを旨として、行われなければならない。 
　（家庭生活における活動と他の活動の両立） 
第６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、
　子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑
　に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われ
　なければならない。 
　（国際的協調） 
第７条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること
　にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 
　（国の責務） 
第８条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下
　「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改
　善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
　（地方公共団体の責務） 
第９条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施
　策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施
　する責務を有する。 
　（国民の責務） 
第１０条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に
　のっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 
　（法制上の措置等） 
第１１条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又
　は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 
　（年次報告等） 
第１２条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参
　画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 
２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする
　男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出
　しなければならない。 
　　　第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 
　（男女共同参画基本計画） 
第１３条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
　るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計　
　画」という。）を定めなければならない。 
２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
　⑴　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 
　⑵　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画
　　的に推進するために必要な事項 
３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、
　閣議の決定を求めなければならない。 
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基
　本計画を公表しなければならない。 
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５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
　（都道府県男女共同参画計画等） 
第１４条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共
　同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画
　計画」という。）を定めなければならない。 
２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
　⑴　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関
　　する施策の大綱 
　⑵　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関す
　　る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 
３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の
　区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市
　町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 
４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又
　は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
　（施策の策定等に当たっての配慮） 
第１５条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を
　策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 
　（国民の理解を深めるための措置） 
第１６条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深める
　よう適切な措置を講じなければならない。 
　（苦情の処理等） 
第１７条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画
　社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性
　別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害さ
　れた場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 
　（調査研究） 
第１８条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調
　査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す
　るように努めるものとする。 
　（国際的協調のための措置） 
第１９条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際
　機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を
　図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 
第２０条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間
　の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他
　の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
　　　第３章　男女共同参画会議 
　（設置） 
第２１条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 
　（所掌事務） 
第２２条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
　⑴　男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 
　⑵　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会
　　の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 
　⑶　前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及



－ 71－

資　料

　　び関係各大臣に対し、意見を述べること。 
　⑷　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政
　　府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内
　　閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
　（組織）
第２３条　会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。
　（議長）
第２４条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。
　（議員）
第２５条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
　⑴　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 
　⑵　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す
　　る者 
２　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならな　
　い。 
３　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数
　の１０分の４未満であってはならない。 
４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。 
　（議員の任期） 
第２６条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任
　者の残任期間とする。 
２　前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 
　（資料提出の要求等） 
第２７条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の
　長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協
　力を求めることができる。 
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者
　以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 
　（政令への委任） 
第２８条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要
　な事項は、政令で定める。 

　　　附　則（平成１１年６月２３日法律第７８号）抄 
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。 
　（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 
　（経過措置）
第３条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい　
　う。）第１条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項の規定により置か
　れた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 
２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定により任命された男女共同参画
　審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第２３条第１項の規定により、審議会の委
　員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の
　任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第４条第２項の規定に
　より任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
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３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同参画
　審議会の会長である者又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、こ
　の法律の施行の日に、第２４条第１項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第
　３項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

　　　附　則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）抄 
　（施行期日）
第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日から
　施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
　⑴　略
　⑵　附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条の
　　規定　公布の日 
　（委員等の任期に関する経過措置）
第２８条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委
　員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の
　職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
　⑴から⑽まで　略
　⑾　男女共同参画審議会
　（別に定める経過措置）
第３０条　第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措
　置は、別に法律で定める。 

　　　附　則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）抄 
　（施行期日）
第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、
　次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　（以下略）



－ 73－

資　料

敦賀市男女共同参画推進条例
（平成１６年３月２４日敦賀市条例第２号）

目次
　前文
　第１章　総則（第１条―第８条）
　第２章　男女共同参画に関する基本的施策（第９条―第１６条）
　第３章　男女共同参画に関する具体的施策（第１７条―第２０条）
　第４章　敦賀市男女共同参画審議会（第２１条―第２３条）
　第５章　雑則（第２４条）
　附則

　天然の良港に恵まれ、古くから海陸交通の要衝である敦賀市は、豊かな自然環境の中で国内外
の文化を受け入れ、「命のビザ」で入国して来たユダヤ人難民を温かく迎えるなど様々な人々と
の交流を重ね、人情厚く進取に富んだ人柄をはぐくみながら独自の文化を創造し、発展してき
た。本市が目指す将来都市像「世界とふれあう港まち　魅力あふれる交流都市　敦賀」を実現す
るため、男女を問わず市民が一体となってまちづくりに取り組んでいる。
　このような敦賀市にあって、女性の就業率は高く、家庭においても女性が、家事、育児等の主
たる担い手となっている。しかしながら、依然として性別による固定的な役割分担意識やこれに
基づく社会慣行等があり、方針決定への女性の参画の状況においても偏りが見られ、女性が平等
に参画するには、なお一層の努力が求められている。
　これらを踏まえ、男女の意識改革や家庭と仕事等の両立を図るとともに、その個性と能力を十
分に発揮し、社会のあらゆる分野において、ともに責任を担い利益を受けることができる男女共
同参画社会を実現する必要がある。
　ここに、私たち市民は、日本国憲法、女子差別撤廃条約及び男女共同参画社会基本法にのっと
り、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、それぞれが連携して男女共同参画社会を築き上げ
ることを決意し、この条例を制定する。
　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務
　を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総
　合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
　による。
　⑴　男女共同参画社会　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら
　　ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社
　　会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会をいう。
　⑵　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に
　　おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
　⑶　市民　市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校
　　に在学する者をいう。
　⑷　事業者　市内において、営利、非営利を問わず事業を行う法人その他の団体及び個人をい
　　う。
　⑸　セクシュアル・ハラスメント　相手の意に反した性的な性質の言動により、相手の尊厳を
　　傷つけ、又は不利益を与える行為をいう。
　⑹　ドメスティック・バイオレンス　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と
　　同様の事情にある者を含む。）に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その他心身に有害な
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　　影響を及ぼすものをいう。
　（基本理念）
第３条　男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならな
　い。
　⑴　男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的であるか間接的であるかを問わず性別によ
　　る差別的取扱いを受けることなく、男女が個人として能力を発揮できるよう配慮されること。
　⑵　性別による固定的な役割分担を反映する社会制度又は慣行が、男女の社会における活動の
　　選択に対し、影響を及ぼすことがないよう配慮されること。
　⑶　男女が、社会の対等な構成員として、職場、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野にお
　　ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるよう努めなければならないこ
　　と。
　⑷　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護その他の家庭
　　生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、家庭生活と職業生活等
　　が両立できるよう配慮されること。
　⑸　男女が、互いの性を理解し、尊重するとともに、生涯を通じて健康な生活を営むことがで
　　きるよう配慮されること。
　⑹　男女共同参画は、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際
　　的協調の下に推進されるよう努めなければならないこと。
　（市の責務）
第４条　市は、前条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改
　善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、実施するものとする。
２　市は、市民の参加機会を最大限設け、施策の実施に当たり、市民、事業者、国及び県と相互
　に連携を図るよう努めるものとする。
３　市は、男女共同参画社会の形成に配慮した教育が行われるよう努めるものとする。
　（市民の責務）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、
　男女共同参画の推進に寄与するよう努めるものとする。
２　市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女が対等に参画
　する機会の確保及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動との両立に配
　慮するよう努めるものとする。
２　事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（性別による権利侵害の禁止）
第７条　何人も、性別を理由とするあらゆる差別的取扱いをしてはならない。
２　何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならな
　い。
　（情報に関する留意）
第８条　何人も、公衆に表示する広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担及
　び異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現を行わないよう努めるものとする。
　　　第２章　男女共同参画に関する基本的施策
　（基本計画）
第９条　市長は、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男
　女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。
２　市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう配慮す
　るものとする。
３　市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
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　（推進体制の整備）
第１０条　市は、男女共同参画に関する施策を推進するために必要な体制の整備に努めるものと
　する。
　（調査研究）
第１１条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施していくため、必要な調査研
　究を行うよう努めるものとする。
　（相談及び苦情の処理）
第１２条　市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する行為につい
　ての相談窓口を設置し、関係機関と連携して適切な処理に努めるものとする。
２　市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及
　ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適切な処理
　に努めるものとする。
３　市長は、前項に規定する申出の処理に当たり、必要があると認めるときは、敦賀市男女共同
　参画審議会の意見を聴くことができる。
　（民間団体等への支援）
第１３条　市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民及び事業者に対し、情報の提供そ
　の他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
　（拠点施設の設置）
第１４条　市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施、相談、啓発、研修等あらゆる活動の
　拠点となる施設の整備に努めるものとする。
　（国際的協調）
第１５条　市は、国際的な男女共同参画に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
２　市民は、男女共同参画の視点に立ち、外国人と相互の理解と交流を図り、国際的協調に努め
　るものとする。
　（年次報告）
第１６条　市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を
　作成し、公表するものとする。
　　　第３章　男女共同参画に関する具体的施策
　（政策の立案及び決定における積極的改善措置）
第１７条　市は、附属機関等の委員の構成に関し、男女の数に配慮するよう努めるものとする。
２　市長は、女性職員の積極的な職域拡大、登用及び能力開発に努めるものとする。
　（市の施策等）
第１８条　市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる施策を行うよう努めるものとする。
　⑴　職業生活、地域活動及び家庭生活において性別を問わず両立しやすい環境の整備
　⑵　女性に対する暴力の防止、被害を受けた者に対する相談、一時保護その他必要な支援
　⑶　生涯を通じた男女の健康、母性の保護及び子育ての支援
　⑷　市民及び事業者の理解を深めるための広報活動
２　市長は、男女共同参画の推進に必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の参画状況
　の報告を求めることができる。
　（表彰）
第１９条　市長は、男女共同参画の推進に関して、その功績が特に顕著な市民及び事業者に対し
　て、表彰を行うことができる。
　（男女共同参画推進員）
第２０条　市長は、男女共同参画の推進を図るため、地域及び事業所に啓発活動を行う男女共同
　参画推進員を置くことができる。
　　　第４章 　敦賀市男女共同参画審議会
　（設置）
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第２１条　男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議を行うため、敦賀市男女共同
　参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事務）
第２２条　審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項に
　ついて、調査審議する。
２　審議会は、男女共同参画の推進に関し、必要と認める事項について調査審議し、市長に意見
　を述べることができる。
　（組織）
第２３条　審議会は、委員１５人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
　⑴　学識経験を有する者
　⑵　関係団体の代表者
　⑶　公募による市民
　⑷　その他市長が必要と認める者
３　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満であってはならない。
４　委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者
　の残任期間とする。
５　委員は、再任されることができる。
６　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　第５章　雑則
　（委任）
第２４条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成１６年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この条例の施行の際現に策定され、公表されている男女共同参画の推進に関する市の計画で
　あって、男女共同参画の施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第９条の規定によ
　り策定され、公表されたものとみなす。
　（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
３　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年敦賀市条例第　
　２１号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　　〔次のよう〕略
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資　料

第３次つるが男女共同参画プラン策定委員会　委員名簿

氏名(敬称略） 所属 区分 備考

委 員 長 井上　武史 公立大学法人福井県立大学
地域経済研究所 学識経験者

副委員長 南　美津子 特定非営利活動法人Jelly Beans 市民活動団体の構成員

委　　員
髙嶋みどり

敦賀人権擁護委員協議会 敦賀市男女共同参画審議会委員
平成２６年度

中村智鶴子 平成２７年度

委　　員
辻　　賢市

敦賀市区長連合会 敦賀市男女共同参画審議会委員
平成２６年度

長谷川　進 平成２７年度

委　　員 天野美津子 中郷地区 敦賀市男女共同参画推進員

委　　員 松井　宏臣 粟野地区 敦賀市男女共同参画推進員

委　　員 角田　勝洋 敦賀海陸運輸株式会社 敦賀市男女共同参画推進員

委　　員 川本ゆかり 北陸電力株式会社　敦賀営業所 敦賀市男女共同参画推進員

委　　員 谷川　昌幸 敦賀市役所 敦賀市男女共同参画推進員

委　　員 木戸由香里 敦賀市役所 敦賀市男女共同参画推進員

委　　員 森下　好子 ソフィアつるがの会
つるが男女共同参画ネットワークの
構成員

委　　員 中川　政弘 福井県民生活協同組合嶺南地区本部
つるが男女共同参画ネットワークの
構成員

委　　員 桒名　哲次 特定非営利活動法人つるがみこしの会 市民活動団体の構成員

委　　員 辻子　眞一 公募による市民

委　　員 坂本　悦子 公募による市民
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第３次つるが男女共同参画プラン策定にかかる経緯

実施日 会議等 内容

 ６月 ３０日 委嘱式
第１回策定委員会 ・委員委嘱・　策定についての概要説明

 ７月 １８日 第２回策定委員会 ・アンケート調査にかかる設問の検討　
・現プランの内容の精査及び問題点の洗い出し

 ８月 ４日 第３回策定委員会 ・ アンケート調査にかかる設問の決定　
・ 現プランの内容変更について

 ９月 ２９日 ～１０月 ２０日 アンケート調査 市民1,000名及び事業所100社を対象に実施

 １２月 ２日 第４回策定委員会 ・ アンケート調査の結果、分析報告　
・ 調査結果の第3次プランへの反映について

 １月 ２３日 ・ ３０日 第５回策定委員会 第３次プランの体系について検討

 ３月 ２０日 ・ ２３日 第６回策定委員会 第３次プランの体系（案）の決定

実施日 会議等 内容

 ７月 ２８日 第７回策定委員会 第３次プランの内容検討
（体系（案）の修正、冊子の構成、数値指針等）

 ８月 ２８日 第８回策定委員会
第３次プランの内容検討
（わたしたちに求められる行動、実施主体、体系（案）
に基づく市の取り組み）

 ９月 ２９日 第９回策定委員会 第３次プラン全体の検討 （背景、概要、基本目標）

 １０月 ８日 第１回男女共同参画
審議会 第３次プラン策定の進捗状況報告、 概要説明

 １０月 ２２日 男女共同参画推進
会議幹事会 第３次プランの内容協議

 １０月 ２３日 ～１１月 ６日 パブリックコメント
募集

・市ホームページ掲載
・市各関係施設に設置

 １１月 ２日 第２回男女共同参画
審議会 第３次プラン全体にかかる意見聴取

 １１月 ２０日 第１０回策定委員会 第３次プラン全体の内容決定
（審議会、パブリックコメント等の意見反映）

 １１月 ２６日 男女共同参画推進
会議委員会 第３次プランの概要報告

 １２月 １７日 答　申 策定委員会委員長から市長へ答申

平成 26年度

平成 27年度
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